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富山県告示第245号 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第29条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり 

指定したので、同法第51条第１号の規定により公示する。 

  令和３年５月12日 

                   富山県知事  新  田  八  朗  

 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

就労継続支 
援Ａ型 

令和３年５ 
月１日 

1610200865 
 
 
 

株式会社ア 
フレックス 

氷見市下田 
子61番地３ 

アフレック 
ス 

高岡市江尻 
 332番地の 
１ 江尻ビ 
ル 

 

毎週月.水.金曜日発行 
令和３年５月12日 

水 曜 日 
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富山県告示第246号 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第29条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり 

指定したので、同法第51条第１号の規定により公示する。 

  令和３年５月12日 

                   富山県知事  新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

居宅介護、
重度訪問介
護 

令和３年５
月１日 

1611600345 
 
 
 

株式会社Ｏ 
ＮＥ ＬＩ 
ＦＥ 

中新川郡上 
市町鍵町69 
番地 

ＴＳケア 中新川郡上 
市町鍵町69 
番地 

 

 

富山県告示第247号 

   身体障害者福祉法第15条第１項に規定する医師の指定について 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項に規定する医師として 

次のとおり指定したので、富山県身体障害者福祉法施行規則（昭和62年富山県規則 

第34号）第６条の規定により告示する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

氏名 担当する医療 
の種類 

従事する医療機関 
指定年月日 

名称 所在地 

白石 美治 整形外科 白石整形外科医
院 

氷見市柳田2011
番地２ 

令和３年５月１日 

中田 浩一 外科、内科、リ
ハビリテーショ
ン科 

砺波サンシャイン
病院 

砺波市鷹栖 575
番地 

令和３年５月１日 

坂巻 暁 内科、リハビリ
テーション科 

砺波サンシャイン
病院 

砺波市鷹栖 575
番地 

令和３年５月１日 
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坪田 雅仁 耳鼻咽喉科 金沢医科大学氷
見市民病院 

氷見市鞍川1130
番地 

令和３年５月１日 

 

 

富山県告示第248号 

   指定自立支援医療機関の指定の更新について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第60条第１項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

を更新したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

更新年月日 
名称 所在地 

クスリのアオキ 
堀高薬局 

黒部市堀高95番
１ 

更生医療、 
育成医療 

調剤 令和３年５月１日 

クスリのアオキ
小矢部中央薬局 

小矢部市本町5
番32号 

更生医療、 
育成医療 

調剤 令和３年５月１日 

チューリップ福
光薬局 

南砺市福光 203
番地１ 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年５月１日 

ヤマダ薬局 高岡市福岡町大
滝 261番地の１ 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年５月１日 

 

 

富山県告示第249号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 
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したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名称 所在地 

瑠璃光薬局氷見
店 

氷見市丸の内６
番20号 

更生医療、 
育成医療 

調剤 令和３年５月１日 

スギ薬局砺波総
合病院前店 

砺波市杉木一丁
目80番地１ 

更生医療、 
育成医療 

調剤 令和３年５月１日 

かもめ薬局吉島
店 

魚津市吉島 750
番地３ 

更生医療、 
育成医療 

調剤 令和３年５月１日 

ひまわり薬局上
経田店 

中新川郡上市町 
上経田２丁目２
番１ 

更生医療、 
育成医療 

調剤 令和３年５月１日 

ソフィア訪問看
護ステーション
射水 

射水市西高木 
1217番地 

更生医療、 
育成医療 

訪問看護 令和３年５月１日 

 

 

富山県告示第250号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において５月12日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 
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県道 
 
山田湯谷線 

富山市山田今山田字西久 
保1808番から 
 
富山市山田今山田字磯谷 
16番１まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  8.0 
 

最小  5.0 
125.0 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 20.5 
 

最小  5.5 
133.8 

県道 
 
上市水橋線 

中新川郡上市町中江上 
 318番から 
 
中新川郡上市町東江上 
 280番３まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 25.0 
 

最小 12.9 
309.7 

富山土木
センター
立山土木
事務所 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 13.8 
 

最小 12.9 
309.7 

県道 
 
才川七城端 
線 

南砺市城端字吉兵衛島 
 591番２から 
 
南砺市城端字泉島1966番 
２から 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 12.5 
 

最小  9.7 
746.2 

砺波土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 14.4 
 

最小 10.6 
746.2 

 

 

 

富山県告示第251号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において５月12日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 
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県道 
 
山田湯谷線 

富山市山田今山田字西久保1808番から 
 
富山市山田今山田字磯谷16番１まで 

令和３年５月12日 富山土木
センター 

県道 
 
上市水橋線 

中新川郡上市町中江上 318番から 
 
中新川郡上市町東江上 280番３まで 

令和３年５月12日 

富山土木
センター
立山土木
事務所 

県道 
 
小森谷庄川線 

南砺市高屋５番２から 
 
砺波市庄川町天正３番１まで 

令和３年５月12日 砺波土木
センター 

県道 
 
才川七城端 
線 

南砺市城端字吉兵衛島 591番２から 
 
南砺市城端字泉島1966番２まで 

令和３年５月12日 砺波土木
センター 

 

 

富山県告示第252号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項の規定により、次のとおり指 

定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 115条の10の規定により公示す 

る。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1661190122 

指定年月日 令和３年５月１日 

申 請 者 名称 ソフィアメディ株式会社 

事 業 所 
所在地 射水市西高木1217 

名称 ソフィア訪問看護ステーション射水 

サービスの種類 介護予防訪問看護 
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富山県告示第253号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指 

定居宅サービス事業者を指定したので、同法第78条の規定により公示する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1661190122 

指定年月日 令和３年５月１日 

申 請 者 名称 ソフィアメディ株式会社 

事 業 所 
所在地 射水市西高木1217 

名称 ソフィア訪問看護ステーション射水 

サービスの種類 訪問看護 
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公      告 
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監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和３年３月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和３年５月12日 

                    富山県監査委員 筱 岡  貞 郎  

                    富山県監査委員 永 森  直 人 

                    富山県監査委員 天 坂  幸 治 

                    富山県監査委員 伊 東  尚 志 

 

１ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日  

生活環境文化部 環 境 科 学 セ ン タ ー    令和３年３月４日  

厚 生 部 新 川 厚 生 セ ン タ ー 令和３年３月４日 
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  監査対象箇所                    監 査 年 月 日  

厚 生 部 中 部 厚 生 セ ン タ ー 令和３年３月19日 

  同 高 岡 厚 生 セ ン タ ー 令和３年３月４日 

  同 砺 波 厚 生 セ ン タ ー 令和３年３月４日 

  同 女 性 相 談 セ ン タ ー 令和３年３月19日 

  同 障 害 者 相 談 セ ン タ ー 令和３年３月10日 

  同 心 の 健 康 セ ン タ ー 令和３年３月19日 

  同 食 肉 検 査 所 令和３年３月４日 

農林水産部 西 部 家 畜 保 健 衛 生 所 令和３年３月16日 

教育委員会 泊 高 等 学 校 令和３年３月16日 

  同 入 善 高 等 学 校 令和３年３月16日 

  同 魚 津 工 業 高 等 学 校 令和３年３月18日 

  同 上 市 高 等 学 校 令和３年３月15日 

  同 八 尾 高 等 学 校 令和３年３月30日 

  同 富 山 西 高 等 学 校 令和３年３月15日 

  同 富 山 東 高 等 学 校 令和３年３月10日 

  同 水 橋 高 等 学 校 令和３年３月10日 

  同 呉 羽 高 等 学 校 令和３年３月17日 

  同 小 杉 高 等 学 校 令和３年３月17日 

  同 大 門 高 等 学 校 令和３年３月17日 

  同 新 湊 高 等 学 校 令和３年３月１日 

  同 高 岡 工 芸 高 等 学 校 令和３年３月24日 

  同 高 岡 商 業 高 等 学 校 令和３年３月26日 

  同 高 岡 南 高 等 学 校 令和３年３月３日 

  同 氷 見 高 等 学 校 令和３年３月16日 
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  監査対象箇所                    監 査 年 月 日  

教育委員会 砺 波 高 等 学 校 令和３年３月17日 

  同 砺 波 工 業 高 等 学 校 令和３年３月17日 

  同 南 砺 福 野 高 等 学 校 令和３年３月23日 

  同 南 砺 福 光 高 等 学 校 令和３年３月15日 

  同 新 川 み ど り 野 高 等 学 校 令和３年３月18日 

  同 し ら と り 支 援 学 校 令和３年３月10日 

  同 富 山 高 等 支 援 学 校 令和３年３月26日 

  同 ふ る さ と 支 援 学 校 令和３年３月10日 

  同 高 岡 聴 覚 総 合 支 援 学 校 令和３年３月16日 

  同 高 岡 支 援 学 校 令和３年３月29日 

  同 高 岡 高 等 支 援 学 校 令和３年３月24日 

  同 と な み 総 合 支 援 学 校 令和３年３月12日 

公安委員会 黒 部 警 察 署 令和３年３月16日 

  同 魚 津 警 察 署 令和３年３月22日 

  同 上 市 警 察 署 令和３年３月10日 

  同 富 山 南 警 察 署 令和３年３月19日 

  同 富 山 西 警 察 署 令和３年３月１日 

  同 射 水 警 察 署 令和３年３月１日 

  同 氷 見 警 察 署 令和３年３月15日 

  同 砺 波 警 察 署 令和３年３月９日 

 

２ 監査対象年度 

  令和元年度及び令和２年度 

 

３ 監査結果 
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  財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につい 

 て、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により 

 監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われていると 

 認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、 

 一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 扶養手当の支給に誤りがあった。 

  イ 旅費の支給に誤りがあった。（３箇所） 

  ウ 支出金額を誤っているものがあった。 

  エ 過年度支出が生じた。 

  オ 交通事故による損害が生じた。（５箇所） 

  カ 行政財産使用許可に係る使用料の誤りがあった。 

  キ 事故による損害賠償があった。 
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